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事 業 名     
予 算 額 

 (前年度当初) 
事 業 内 容 

 

水道事業 
[経営総務課] 

[施設工務課] 

 

 

2,097,510  

(2,387,182) 

 

国  14,681 

 (1/4) 

債 107,000 

 (70％) 

他 247,094 

 

 

 

 水質管理を徹底し、常に安全・安心・安定した水道水の供給

と健全な水道事業経営に努めます。 

  

 

１ 業務の予定量 

  給水件数              34,020件 

年間給水量(配水量)        9,520,000㎥ 

一日平均給水量（配水量）      26,082㎥ 

 

２ 予算額 

  収益的収入および支出 

   収入               1,591,000 

   支出               1,591,000 

  資本的収入および支出 

   収入                132,001 

   支出                506,510 

 

３ 主要な事業概要 

 ・水道管路の耐震化事業         130,832 

    欲賀守山甲線（守山二丁目工区） 

    二町播磨田幹線（今宿工区） 

    舗装復旧工事（３件） 

 ・配水管整備事業             11,434 

    国道 477号線水道移設工事 

    梅田７号線配水管布設替工事 

 ・配水施設維持事業            43,822 

   水道施設電気機械設備更新工事 

 ・配水施設等運転維持管理業務       49,510 

 ・検針、開閉栓、滞納徴収等包括委託業務  32,789 

 ・洲本配水場耐震化実施設計業務      24,000 

 ・水道料金システム等更新         34,000 
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事 業 名     
予 算 額 

(前年度当初) 
事 業 内 容 

 

下水道事業 
[経営総務課] 

[施設工務課] 

[道路河川課] 

 

 

3,814,230 

(3,791,132) 

 

国  104,400 

 (1/2) 

県   2,430 

債  584,500 

 (補助  90％) 

 (単独  95％) 

 (特例 100％) 

他  848,391 

 
汚水事業については、速野ポンプ場やマンホールポンプ場の

適正な運転・維持管理に努めます。 
雨水事業についても、関連施設等の適正な維持管理に努めま

す。 
 
１ 業務の予定量 
  排水件数              30,700件 

年間総排水量          11,193,000㎥ 
一日平均排水量           30,665㎥ 

２ 予算額 
  収益的収入および支出 
   収入              2,224,539 
   支出              2,200,424 
 
  資本的収入および支出 
   収入               809,449 
   支出              1,613,806 

３ 使用料収入（有収水量） 
   公共下水道（8,752,640㎥）           1,416,168 
   特定環境保全公共下水道（527,949㎥）   77,508 

４ 主な事業 
 ・汚水管渠等整備事業            322,156 
  【公共下水道事業】 

〔未普及改善事業〕 
     小島枝線（立田地区）下水道設計業務 
     公共下水道接続工事（今浜・水保地区） 

L＝325ｍ・ポンプ 3箇所 
     公共下水道接続工事（立田地区）L＝1,420ｍ 
   〔長寿命化事業〕 
     ストックマネジメント計画策定業務 
     速野ポンプ場電気機械設備更新設計業務 

マンホールポンプ更新工事（６箇所） 
     速野ポンプ場開閉器更新工事 
   〔総合地震対策事業〕 
     管更生実施設計業務 L＝592.5ｍ 
     公共下水道管更生工事 L＝326.9ｍ 
     マンホールトイレ設計業務（2箇所） 
     マンホールトイレ設置工事（2箇所） 

           
 ・流域下水道負担金           660,908 
      内訳  建設負担金        133,194 
            維持管理負担金    527,714 

５ 一般会計繰入金(前年度 445,824)    459,823 
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事 業 名 
予 算 額 

（前年度当初） 
事 業 内 容 

 

病 院 事 業 

[市民病院] 

 

 

764,709  

(3,810,331) 

 

 

 

守山市民病院は、平成 30年４月１日から指定管理者制度を 

導入し、社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会を指定

管理者として、また、病院名を「済生会守山市民病院」として

運営を行うこととなります。 

新病院の役割は、守山市民病院の機能を基本的に引き継ぎ、

救急機能・リハビリ機能について強化を図ることとしておりま

す。また、市民が今まで以上に安心して必要な医療が受けられ

るよう、済生会滋賀県病院との緊密な連携のもと、機能分化を

明確化し、両院の特色ある機能を生かしたシームレスな医療の

提供と、済生会の技術力とネットワークを活かした人員の確保

を図るとともに、地域医療機関との更なる病病診連携の推進に

努め、積極的な患者の受入れを行い、より一層充実した質の高

い医療サービスの提供に取り組んでまいります。 

 

１ 予定額 

  収益的収入および支出 

  ・収入             510,315 (3,407,000) 

  ・支出             308,395 (3,407,000) 

  資本的収入および支出 

  ・収入             311,914 (  247,521) 

  ・支出             456,314 (  403,331) 

２ 主要な事業概要 

(1)基本協定書に基づく協定内容の実施および管理 

 ・協定内容の確実な履行と進捗管理 

 (2)新館（リハビリ棟）の建設 

  ・築後 50年が経過する別館を建替え、回復期リハビリ 

  病棟を有する新館の建設（補正予算で対応予定） 

  ＜建物の概要（予定）＞ 

 鉄骨造３階建・延床面積 3,400㎡ 

   （１階）リハビリセンター 

（２階）リハビリ室（言語聴覚士室） 

（３階）回復期病棟（48床） 

 (3)済生会滋賀県病院との連携強化 

  ・済生会滋賀県病院との緊密な連携および機能分化 

 (4)済生会守山市民病院の運営（経営）状況の把握 

  ・市と済生会守山市民病院との連絡調整会議の開催 

  ・市と済生会滋賀県支部との運営協議会の開催 

（5)健康福祉行政との連携 

  ・市の健診事業や小児発達等への市民病院の支援・協力 

  ・地域包括ケアシステムの構築に向けた市民病院の役割 

の明確化 

 

 


